
【将来像】輝く未来へ･･･みんなで創る希望のまち
～子どもたちの夢を育む“ふるさと”を目指して～

第2章 互いに思いやり支え合うまちづくり

基本
理念

５つの基本方針 １５の施策の方向性
地域福祉計画〈社会福祉法、生活困窮者自立支援法〉

健康増進計画〈健康増進法〉

高齢者福祉計画〈老人福祉法〉

介護保険事業計画〈介護保険法〉

障がい者福祉計画

障がい者計画〈障害者基本法〉

障がい福祉計画・障がい児福祉計画
〈障害者総合支援法・児童福祉法〉

１‐① 地域共生社会を支え、担う人づくり
【基本方針１】
市民協働による地域
づくりの推進

〈基本方針２〉
包括的な相談支援
体制の充実・強化

〈基本方針３〉
健康でこころ豊かに
暮らし続けられる
市民の健康づくり

〈基本方針４〉
安心して暮らせる
社会基盤の強化

〈基本方針５〉
人権が尊重される
風土の醸成

１‐② 地域共生社会を展開する地域づくり

１‐③ 就労や趣味等を通じた社会参加の推進

２‐① 様々な課題を受け止め包括的に支援する体制の整備

子ども・子育て
支援事業計画

〈子ども・子育て支援法〉

食育推進計画
〈食育基本法〉

自殺対策計画
〈自殺対策基本法〉

成年後見制度利用促進基本計画
〈成年後見制度利用促進法〉

その他福祉保健関連計画

２‐② 医療・介護・福祉の連携強化

２‐③ 分野横断的な共生型サービスの推進

２‐④ 参加支援の推進

３‐① あらゆる世代の市民と取り組む健康づくり

３‐② 生涯を通じた疾病予防の推進

４‐① 福祉サービスの量的拡充・質の向上

４‐② 社会福祉等人材の確保・業務負担の軽減

４‐③ 感染症リスクと共存する新しい生活様式の推進

５‐② 虐待防止対策の推進

５‐① 福祉教育の推進

５‐③ 意思や権利を尊重し合う環境の整備

誰
も
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
活
力
あ
る
地
域
共
生
社
会
の
実
現

第３次坂井市福祉保健総合計画概要（2021～2026）

坂井市の福祉保健に関わる基本方針を示すとともに、関連する個別計画を

横断・包括する計画です。

制度や分野ごとの「縦割り」や、「支え手・受け手」という関係性を超えて、

あらゆる世代の住民や多様な主体が参画し、一人一人の暮らしと生きがい、

地域をともに創っていく「地域共生社会」の実現を目指します。

▼第３次坂井市福祉保健総合計画が包括する個別計画

第２次坂井市総合計画（2020～2029）

▲総合計画の部門計画として位置づけ

【資料３－１】



『関連共通項目』の抽出プロセスについて（１つの方向性）

各計画が共通して取り組む“具体的な項目”を抽出するため、福祉保健総合計画の

「施策の方向性」ごとに整理一覧表を作成。

・明らかに重なっている部分

・重なるべき部分

（本来重なるべき事項であって、整理表において重なりが見えない部分）

・重点的に取り組むべき部分

を部横断事務局で抽出し、次回の地域共生社会推進会議において具体的に議論。

５つの基本方針 １５の施策の方向性

１‐① 地域共生社会を支え、担う人づくり
【基本方針１】

市民協働による地域
づくりの推進

〈基本方針２〉

包括的な相談支援
体制の充実・強化

〈基本方針３〉

健康でこころ豊かに

暮らし続けられる

市民の健康づくり

〈基本方針４〉

安心して暮らせる
社会基盤の強化

〈基本方針５〉

人権が尊重される
風土の醸成

１‐② 地域共生社会を展開する地域づくり

１‐③ 就労や趣味等を通じた社会参加の推進

２‐① 様々な課題を受け止め包括的に支援する体制の整備

２‐② 医療・介護・福祉の連携強化

２‐③ 分野横断的な共生型サービスの推進

２‐④ 参加支援の推進

３‐① あらゆる世代の市民と取り組む健康づくり

３‐② 生涯を通じた疾病予防の推進

４‐① 福祉サービスの量的拡充・質の向上

４‐② 社会福祉等人材の確保・業務負担の軽減

４‐③ 感染症リスクと共存する新しい生活様式の推進

５‐② 虐待防止対策の推進

５‐① 福祉教育の推進

５‐③ 意思や権利を尊重し合う環境の整備

健康福祉部各課参事、補佐等で構成。
部内事務局会議

各分野の課題の把握、重層的支援体制整備事業推進会議の企画立案、地域共生社会推進会議の運営など。

第３次坂井市福祉保健総合計画（2021～2026）

（例）２-① 様々な課題を受け止め包括的に支援する体制の整備の場合

抽出作業

共通項目を抽出し、

それを定点観測していく

管理表を作成することで、

各計画をまとめる要素を

見える化する。

整理一覧表２－➀

【資料３－２】



第３次坂井市福祉保健
総合計画（2021～2026）

〈整理一
覧表〉

整理一覧表１－②

整理一覧表２－④

『関連共通項目』の抽出プロセスについて（複数の方向性）

各計画が共通して取り組む“具体的な項目”を抽出するため、福祉保健総合計画の

「施策の方向性」ごとに整理一覧表を作成。

・明らかに重なっている部分

・重なるべき部分

（本来重なるべき事項であって、整理表において重なりが見えない部分）

・重点的に取り組むべき部分

を部横断事務局で抽出し、次回の地域共生社会推進会議において具体的に議論。

健康福祉部各課参事、補佐等で構成。

各分野の課題の把握、重層的支援体制整備事業推進会議の企画立案、地域共生社会推進会議の運営など。

抽出作業

共通項目を抽出し、

それを定点観測していく

管理表を作成することで、

各計画をまとめる要素を

見える化する。

部内事務局会議

第３次坂井市福祉保健総合計画（2021～2026）

５つの基本方
針

１５の施策の方向性

１‐① 地域共生社会を支え、担う人づくり
【基本方針１】

市民協働による地域

づくりの推進

〈基本方針２〉

包括的な相談支援体

制の充実・強化

〈基本方針３〉

健康でこころ豊かに

暮らし続けられる

市民の健康づくり

〈基本方針４〉

安心して暮らせる

社会基盤の強化

〈基本方針５〉

人権が尊重され

る風土の醸成

１‐② 地域共生社会を展開する地域づくり

１‐③ 就労や趣味等を通じた社会参加の推進

２‐① 様々な課題を受け止め包括的に支援する体制の整備

２‐② 医療・介護・福祉の連携強化

２‐③ 分野横断的な共生型サービスの推進

２‐④ 参加支援の推進

３‐① あらゆる世代の市民と取り組む健康づくり

３‐② 生涯を通じた疾病予防の推進

４‐① 福祉サービスの量的拡充・質の向上

４‐② 社会福祉等人材の確保・業務負担の軽減

４‐③ 感染症リスクと共存する新しい生活様式の推
進

５‐② 虐待防止対策の推進

５‐① 福祉教育の推進

５‐③ 意思や権利を尊重し合う環境の整備

整理一覧表２－➀

【資料３－３】



地域のさまざまな
居場所を増やす

健康増進

地域福祉

食育

高齢者福祉 子ども・子育て

コミセン講座を通して
生きがいと仲間づくり
のきっかけをつくる

体力や能力に応じた
スポーツを行う機会
をつくる

関心ごとや、無理をしな
い範囲で参加できるボラ
ンティア活動を支援する

就労やサポーターなど、
希望や能力に応じて活躍
できる仕組みをつくる

ユニバーサルスポーツ
交流を支援する

障がいの有無に関わらず
地域住民が身近に集える
場を整備する

３世代交流活動を通した子
どもの健全育成を支援する

年齢に応じたスポーツ教室、
ニュースポーツ教室を開催する

コミセンを活動の
場として提供する

フレイルサポーターを養成し、
活動を支援する

通いの場で栄養や健康に
関する講座を開き、健康
づくりを推進する

高齢になっても楽しめる
スポーツ活動情報を普及、
発信する

スポーツを通して楽
しさと喜びを与える

音楽体操教室やフレイル予防講座、
通いの場などで筋力や口腔機能向
上、栄養改善の啓発を行う

運動習慣づくりに「歩こっさ
プラス」の活用を周知する

高齢者が集う場で食生活の
ポイントを伝える

共食への理解ときっ
かけづくりを行う

行事やイベントで食を
通した交流機会を持つ

ストレスチェック対象者
の拡大（後期高齢者）

こころの健康講座を行う
（健康サポーター）

集団検診時にストレス
チェックを実施し、相談
窓口等について啓発する

後期高齢者検診時に低
栄養予防啓発を行う

【１－③】就労や趣味等を通じた社会参加の推進

【３－➀】あらゆる世代の市民と取り組む健康づくり

【３－②】生涯を通じた疾病予防の推進

【１－②】地域共生社会を展開する地域づくり

住民同士でできる支え
合い活動を啓発する

高齢者が活躍できる場と
しての「就労」に関する
情報を発信する

放課後や週末等に、地域住民の
協力を得て、学校やコミセンを
活用した居場所づくりを行う

身近な地域で展開されている
事業に理解を深め、交流拠点
の活動を支援する

親族等からの相談に、関係者
間が連携できるよう支援する

成年後見

ＣＳＷとの勉強会を行い、地域
での効果的な事業展開を考えるＣＳＷが中心となり地域課題の把握や課題解

決のために住民同士が話し合える場をつくる

障がい者福祉

こころの健康

運動・
社会参加

居場所づくり

自殺対策

共食（栄養）
・社会参加

つながりづくり

抽出で見えた『関連共通項目』⇒「フレイル予防」から広がる地域共生社会 【資料３－４】



地域のさまざまな
居場所を増やす

健康増進

地域福祉

食育

高齢者福祉 子ども・子育て

コミセン講座を通して
生きがいと仲間づくり
のきっかけをつくる

体力や能力に応じた
スポーツを行う機会
をつくる

関心ごとや、無理をしな
い範囲で参加できるボラ
ンティア活動を支援する

就労やサポーターなど、
希望や能力に応じて活躍
できる仕組みをつくる

ユニバーサルスポーツ
交流を支援する

障がいの有無に関わらず
地域住民が身近に集える
場を整備する

３世代交流活動を通した子
どもの健全育成を支援する

年齢に応じたスポーツ教室、
ニュースポーツ教室を開催する

コミセンを活動の
場として提供する

フレイルサポーターを養成し、
活動を支援する

通いの場で栄養や健康に
関する講座を開き、健康
づくりを推進する

高齢になっても楽しめる
スポーツ活動情報を普及、
発信する

スポーツを通して楽
しさと喜びを与える

音楽体操教室やフレイル予防講座、
通いの場などで筋力や口腔機能向
上、栄養改善の啓発を行う

運動習慣づくりに「歩こっさ
プラス」の活用を周知する

高齢者が集う場で食生活の
ポイントを伝える

共食への理解ときっ
かけづくりを行う

行事やイベントで食を
通した交流機会を持つ

ストレスチェック対象者
の拡大（後期高齢者）

こころの健康講座を行う
（健康サポーター）

集団検診時にストレス
チェックを実施し、相談
窓口等について啓発する

後期高齢者検診時に低
栄養予防啓発を行う

【１－③】就労や趣味等を通じた社会参加の推進

【３－➀】あらゆる世代の市民と取り組む健康づくり

【３－②】生涯を通じた疾病予防の推進

【１－②】地域共生社会を展開する地域づくり

住民同士でできる支え
合い活動を啓発する

高齢者が活躍できる場と
しての「就労」に関する
情報を発信する

放課後や週末等に、地域住民の
協力を得て、学校やコミセンを
活用した居場所づくりを行う

身近な地域で展開されている
事業に理解を深め、交流拠点
の活動を支援する

親族等からの相談に、関係者
間が連携できるよう支援する

成年後見

ＣＳＷとの勉強会を行い、地域
での効果的な事業展開を考えるＣＳＷが中心となり地域課題の把握や課題解

決のために住民同士が話し合える場をつくる

障がい者福祉

こころの健康

運動・
社会参加

居場所づくり

自殺対策

共食（栄養）
・社会参加

つながりづくり

高齢者が集う場

×子どもの遊び場

×食事ができる場

地域の中で常設

できるといいかも

高齢者が先生になって

ユニバーサルスポーツを

教えてもらえると

いいかも

高齢者も障がい者も

子どもも一緒に楽しめる

ユニバーサルスポーツの

コーナーが、

身近なコミセンに

あるといいかも

地域の実情や
ニーズも確認

地域の実情や
ニーズも確認

地域の実情や
ニーズも確認

抽出で見えた『関連共通項目』⇒「フレイル予防」から広がる地域共生社会 【資料３－５】


